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男鹿市告示第１１号 

 

男鹿市宿泊施設経営力強化支援事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

令和８年１月９日 

男鹿市長 菅 原 広 二 

 

男鹿市宿泊施設経営力強化支援事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示 

男鹿市宿泊施設経営力強化支援事業費補助金交付要綱（令和７年男鹿市告示第８８号）の一部を次のように改

正する。 

 

改正後 改正前 

（補助対象事業） （補助対象事業） 

第３条 補助金の対象となる事業は、県事業実施要領第５

条第１項第１号、第２号又は第４号に規定された事業と

する。 

第３条 補助金の対象となる事業は、県事業実施要領第５

条第１項第１号又は第２号に規定された事業とする。 

（補助金の額等） （補助金の額等） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 補助金の上限額は、事業の区分に応じて次のとおりと

する。 

２ 補助金の上限額は、事業の区分に応じて次のとおりと

する。 

⑴及び⑵ （略） ⑴及び⑵ （略） 
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改正後 改正前 

⑶ 県事業実施要領第５条第１項第４号  50万円  

３ （略） ３ （略） 

４ 前２項第３号については、補助対象経費の下限額を５

万円とする。 

 

（補助金の交付申請） （補助金の交付申請） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 同一の補助対象施設において、県事業実施要領第５条

第１項第１号、第２号又は第４号に規定された事業を複

数組み合わせて申請することができる。 

 

４ 前項の規定により複数の枠を申請する場合にあって

は、補助対象となる経費の内容が明確に区分されている

ことを要する。 

 

  

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

 


